


【国保】 
 

G-51 ベバシズマブ（遺伝子組換え）(手術不能又は再発と判断できない乳

癌)の算定について 

 

 

《令和 7 年 12 月 4 日新規》 

 

○ 取扱い 

 「手術不能又は再発」と判断できない乳癌に対するベバシズマブ（遺伝

子組換え）（アバスチン点滴静注用 100mg等）の算定は、原則として認め

られない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 ベバシズマブ（遺伝子組換え）（アバスチン点滴静注用 100mg等）の添

付文書に示されている乳癌に対する「効能又は効果」は「手術不能又は再

発乳癌」であり、傷病名が「乳癌」のみではレセプト上において「手術不

能又は再発」と判断できない。 

 以上のことから、「手術不能又は再発」と判断できない乳癌に対するベ

バシズマブ（遺伝子組換え）（アバスチン点滴静注用 100mg 等）の算定は、

原則として認められないと判断した。 

 

 


